
印 紙 工事請負等契約書 

 

 

 発注者                     様と 

 受注者 株式会社かわさき組           とは、 

 工事名                     工事の施工について、 

 次の条項と添付の工事請負契約約款、設計図書に基づいて、工事請負契約を締結する。 

 

１．工事場所：                                           

 

２．構造規模：                                           

 

３．工期 

    着手：    令和  年    月    日（予定） 

    完成：    令和  年    月    日（予定） 

    引渡：    令和  年    月    日（予定） 

 

４．請負金額 

    工事請負金額           ：金                         円 

    うち工事価格           ：金                         円 

    取引に掛る消費税及び地方消費税の額：金                         円 

 

５．請負代金の支払 

    契約時   ：    令和  年    月    日  金                円 

     着手時   ：    令和   年     月      日  金                   円 

    中間時   ：    令和  年    月    日  金                円 

    引渡時   ：    令和  年    月    日  金             残金清算 

 

６．建設工事にかかる資材の再資源化等に関する事項 

 本工事が建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１項に規定する

建設工事に該当する場合は以下のとおりとする。 

 （１）解体工事に要する費用 

 （２）再資源化等に要する費用 

 （３）分別解体等の方法 

 （４）再資源化等をする施設及び所在地 

 

７．特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する事項 

 本工事が地板区の品質確保の促進等に関する法律第２条第２項の「新築住宅」に係る工事の場合（「特定住宅の

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）に定める特定住宅建設瑕疵担保責任の対

象工事に該当留守場合）、受注者が講ずべき瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置の内容は、以下の

とおりとする。 

  住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合 

   ・保険法人の名称：                                       

   ・保健期間   ：                                       

 住宅建設瑕疵担保保証金を供託する場合、受注者は供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設

瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 

 

８．その他（特約事項があればこの欄に記入する） 

                                                   

                                                   

                                                   

 

本契約成立の証として、本書に発注者及び受注者が署名又は記名、押印のうえ、原本を受注者が、写しを発注者

がそれぞれ保有する。 

 

     年     月     日 

 

発注者住所：                                             

発注者氏名：                                   印         

 

受注者住所： 新潟市中央区柳島町４－４１－１－２Ｆ                          

受注者氏名： 株式会社かわさき組 代表取締役 川﨑 雄介             印         

                                                   

 

監理者住所： 新潟市中央区柳島町４－４１－１－２Ｆ                          

監理者氏名： カワサキジムショ 川﨑 雄介                    印         

                                                   

 


